
阿賀野市告示第１２９号  

 阿賀野市地域おこし協力隊住環境整備事業補助金交付要綱を次のように定

める。  

  令和８年５月２８日  

                    阿賀野市長 加 藤 博 幸   

 

   阿賀野市地域おこし協力隊住環境整備事業補助金交付要綱 

 （趣旨） 

第１条 この告示は、阿賀野市地域おこし協力隊設置要綱（平成２７年阿賀野

市告示第２９号）に定める阿賀野市地域おこし協力隊の隊員（以下「隊員」

という。）又は任期を終えた者（以下「隊員等」という。）に定住するための

空き家の改修費用を支援することにより、阿賀野市内の空き家を有効活用す

るとともに、隊員等の居住物件の確保及び退任後における定住促進につなげ

るため、予算の範囲内において補助金を交付するために必要な事項を定める

ものとし、その交付に関しては、阿賀野市補助金等交付規則（平成１６年阿

賀野市規則第５６号）に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。 

（定義） 

第２条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。 

(１) 空き家 居住を目的として建築された市内に所在する建物（居住部分

と非居住部分がつながっている建物の場合は、居住部分に限る。）で、

独立した基礎を有し、玄関、台所、居室、浴室、便所等を備え、現に居

住する者がいない建物、近く居住する者がいなくなる予定の建物、又は

現に隊員が居住している以前は居住者がいなかった建物をいう。 

(２) 改修等 住宅の安全性、耐久性及び居住性を維持させるために必要な

工事で、建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）その他の法令に違反

しないもの。 

（補助対象者） 

第３条 補助金の交付を受けることができる者（以下「補助対象者」という。）

は、地域おこし協力隊の任期終了予定日から起算して前１年以内の者又は任

期終了の日以後１年以内のものであって、次の各号全てを満たさなければな

らない。 

(１) 当該補助金の交付を受けて改修等を行う物件に、既に居住している、

又は補助事業の完了の日から１年以内に居住を開始し、５年以上居住す
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る見込みのあるもの 

(２) 当該物件の所有権を有している、又は当該物件の所有者と賃貸借契約

を交わしており改修等の承諾を得ているもの 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助対象

としない。 

(１) 隊員として活動した期間が１年未満の者 

(２) 阿賀野市地域おこし協力隊設置要綱第７条及び第１３条の規定によ

り解任された者 

(３) 市税等について滞納がある者 

(４) 阿賀野市暴力団排除条例（平成２３年阿賀野市条例第３０号）第２条

第１号又は第２号に該当する者 

(５) ３親等以内の親族から当該物件を購入又は賃貸している者 

(６) 宗教活動又は政治活動を目的とした事業を行う者 

(７) 過去にこの補助金の交付を受けた者 

(８) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認める者 

（補助対象事業等） 

第４条 補助金の交付対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、

改修等工事のうち、申請した日の属する年度の３月３１日までに完了するも

ので、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、国、県又は市の

補助、助成等の対象となっている改修等工事は除くものとする。 

(１) 住宅の修繕、補修、改修、一部改築及び増築のための工事 

(２) 壁紙の張り替え、屋根、外壁の塗り替え等住宅の模様替えのための工

   事  

(３) 給排水設備に関する工事 

(４) 屋根の葺き替え工事 

(５) 前各号に掲げるもののほか、市長が認めるもの 

２ 前項に掲げる補助対象事業を行う者は、市内に主たる事務所を有し、継続

して事業を実施している者とする。 

３ 補助対象工事の施工業者は、改修工事を下請けに出す場合においては、市

内業者に優先して発注するよう努めなければならない。 

（補助対象経費） 

第５条 補助金の交付対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、

前条第１項に規定する補助対象事業の実施に要する費用とする。ただし、次

の各号に掲げる改修等事業に係る経費は、補助対象経費としない。 



(１) 空き家と同一敷地内に存する居住を目的としない車庫、納屋、倉庫等

の改修等 

(２) 外構工事 

（補助金の額等） 

第６条 補助金の額は、補助対象経費を合算した額の２分の１以内とし、６０

万円を上限とする。 

２ 補助金の額に１，０００円未満の端数がある場合は、その額を切り捨てる

ものとする。 

３ 補助金の交付は、同一の隊員又は隊員等に対して１回限りとする。 

（交付申請） 

第７条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、改

修等に着手する前までに阿賀野市地域おこし協力隊住環境整備事業補助金

交付申請書（第１号様式）に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなけれ

ばならない。 

(１) 工事見積書の写し 

(２) 工事予定箇所の着手前の写真 

(３) 工事に係る設計図（施工予定図）、仕様書の写し 

(４) 登記事項証明書（所有権を有する場合） 

(５) 該当物件に関する賃貸借契約書の写し（賃貸借の場合） 

(６) 改修等に関する承諾書の写し（賃貸借の場合） 

(７) その他市長が必要と認める書類 

（交付決定） 

第８条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上

補助金の交付又は不交付を決定し、阿賀野市地域おこし協力隊住環境整備事

業補助金交付（不交付）決定通知書（第２号様式）により、速やかに申請者

に通知するものとする。 

（交付申請の変更） 

第９条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者（以下「交付決定者」

という。）は、申請内容に変更がある場合は、速やかに次に掲げる書類を添

えて、阿賀野市地域おこし協力隊住環境整備事業補助金交付変更申請書（第

３号様式。以下「変更申請書」という。）を市長に提出しなければならない。 

(１) 変更後の改修事業に係る費用の見積書の写し 

(２) その他変更内容が判断できる書類 

２ 市長は、前項の規定による申請があったときは、速やかに承認の可否を決



定し、阿賀野市地域おこし協力隊住環境整備事業補助金交付決定変更通知書

(第４号様式)により、交付決定者に通知するものとする。 

（補助事業の中止） 

第１０条 交付決定者が、改修等事業を中止する場合は、速やかに阿賀野市地

域おこし協力隊住環境整備事業補助金計画中止届（第５号様式）を市長に提

出しなければならない。 

（実績報告） 

第１１条 交付決定者は、当該補助対象事業が完了したときは、完了の日から

起算して３０日以内又は補助金交付申請年度の３月３１日のいずれか早い

日までに、阿賀野市地域おこし協力隊住環境整備事業補助金交付事業実績報

告書（第６号様式）に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければなら

ない。 

(１) 改修等工事代金請求明細書及び工事代金の支払いが確認できる書類 

(２) 改修等工事の施工中及び施工後の状況を確認できる写真 

(３) その他市長が必要と認めるもの 

２ 市長は、補助事業者が前項の規定による報告書を提出できないやむを得な

い理由があると認める場合は、期限について猶予することができる。 

（補助金の額の確定） 

第１２条 市長は、前条に規定する実績報告書を受けたときは、その内容を審

査し、適正と認めたときは、補助金の額を確定し、阿賀野市地域おこし協力

隊住環境整備事業補助金交付確定通知書（第７号様式）により、交付決定者

に通知するものとする。 

（補助金の請求及び交付） 

第１３条 前条に規定する通知を受けた補助事業者が補助金の交付を請求し

ようとするときは、阿賀野市地域おこし協力隊住環境整備事業補助金交付請

求書（第８号様式）を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による請求書により、補助金を交付するものとする。 

（補助金の返還） 

第１４条 市長は、交付決定者が次の各号に掲げる要件のいずれかに該当する

場合、期日を定めて補助金の全額又は半額の返還を請求できるものとし、阿

賀野市地域おこし協力隊住環境整備事業補助金交付決定取消・返還通知書

（第９号様式）により、その旨通知するものとする。 

(１) 全額の返還 次に掲げる事項のいずれかに該当した場合 

ア 虚偽の申請その他不正行為によって補助金の交付決定を受けたと



き。 

イ 補助金交付決定日から５年を経過する前に、改修等を行った物件の

    取壊し、売買、譲渡又は他の者への賃貸をしたとき。 

ウ 補助金交付決定日から３年に満たない間に本市から転居したとき。 

(２) 半額の返還 補助金交付決定日から３年以上５年以内に本市から転

居したとき。 

２ 市長は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当し、補助対

象者から申出があったときは、補助金の全部又は一部の返還を免除すること

ができる。 

(１) 災害、疾病その他自己の都合によらず、やむを得ない事由があるとき。 

(２) 市長が特に必要と認めたとき。 

（書類の整備） 

第１５条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及

び証拠書類を整備し、当該補助事業の完了の日の属する年度の翌年度から起

算して５年間保管しなければならない。 

（報告及び調査） 

第１６条 市長は、必要があると認めるときは、補助対象者に対し必要な報告

を求め、又は関係職員を派遣して関係書類を調査することができる。 

（その他） 

第１７条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

   附 則   

この告示は、令和８年５月２８日から施行する。



第１号様式（第７条関係） 

                  年  月  日  

 

阿賀野市長       様 

 

申 請 者 住  所            

氏  名           

電話番号 

 

阿賀野市地域おこし協力隊住環境整備事業補助金交付申請書 

 

阿賀野市地域おこし協力隊住環境整備事業補助金交付要綱第７条により、空き家改修等を行

いたいので、次のとおり申請します。 

 

１ 補助金の名称 

阿賀野市地域おこし協力隊住環境整備事業補助金 

 

２ 物件所在地 

 

３ 添付書類 

 (１) 工事見積書の写し 

(２) 工事予定箇所の着手前の写真 

(３) 工事に係る設計図（施工予定図）、仕様書の写し 

(４) 登記事項証明書（所有権を有する場合） 

(５) 該当物件に関する賃貸借契約書の写し（賃貸借の場合）  

(６) 改修等に関する承諾書の写し（賃貸借の場合） 

(７) その他市長が必要と認める書類 

 

４ 同意事項 

 私は、当該空き家の不動産登記事項及び私に係る住民基本台帳並びに市税、市債務その他の

徴収金の納付状況、国、県又は市の他の補助・助成の支給状況について、阿賀野市地域おこし

協力隊住環境整備事業補助金の交付に関する事務の範囲内で、担当課の職員が所管部署に調査

することに同意します。 

                     住所 

                     署名               



５ 誓約 

 ・私は、阿賀野市地域おこし協力隊住環境整備事業補助金の交付を申請するに当たり、阿賀

野市地域おこし協力隊住環境整備事業補助金交付要綱第３条の要件を全て満たしており、阿

賀野市に生活拠点を置き、定住することを誓約します。 

・私は、阿賀野市地域おこし協力隊住環境整備事業補助金の交付を申請する改修等事業につ

いて、国、県又は市の補助、助成等の対象となっていないことを誓約します。 

 

                  住所 

                  署名               



第２号様式（第８条関係） 

 

 第     号  

年  月  日  

 

           様 

 

阿賀野市長            

 

阿賀野市地域おこし協力隊住環境整備事業補助金交付（不交付）決定通知書 

 

 

   年  月  日付けで、申請のありました阿賀野市地域おこし協力隊住環境整備事業補

助金の交付については、下記のとおり決定したので、阿賀野市住環境整備事業補助金交付要綱

第８条の規定により通知します。 

 

記 

 

１ 決定の内容      交付 ・ 不交付 

 

 （交付の場合） 

    補助金交付額  金         円 

 

 （不交付の場合） 

    不交付の理由（                      ） 

 

 

２ 交付の条件 

 



第３号様式（第９条関係） 

 

年  月  日  

 

阿賀野市長       様 

 

住  所            

氏  名            

電話番号            

 

阿賀野市地域おこし協力隊住環境整備事業補助金交付変更申請書 

 

   年  月  日付け  第  号により、補助金交付決定の通知を受けた阿賀野市地域

おこし協力隊住環境整備事業補助金交付事業の計画を次のとおり変更したいので、阿賀野市地

域おこし協力隊住環境整備事業補助金交付要綱第９条第１項の規定により申請します。 

 

１ 物件所在地 

 

２ 変更事項 

 

３ 変更後の交付申請額            円 

 

４ その他 

※添付書類 

 (１) 変更後の改修事業に係る費用の見積書の写し 

 (２) その他変更内容が判断できる書類 



第４号様式（第９条関係） 

 

第     号  

年  月  日  

 

             様 

 

阿賀野市長          

 

阿賀野市地域おこし協力隊住環境整備事業補助金交付決定変更通知書 

 

   年  月  日付けで申請のありました阿賀野市地域おこし協力隊住環境整備事業補助

金交付変更申請書を確認したところ、適当と認められるので、阿賀野市地域おこし協力隊住環

境整備事業補助金交付要綱第９条第２項の規定により、次のとおり通知します。 

 

１ 物件所在地 

 

２ 変更事項 

 

３ 変更後の交付決定額            円 

 

４ 交付条件 

 当初の交付決定通知書に記載のとおりとする。 



第５号様式（第１０条関係） 

 

年  月  日  

 

阿賀野市長       様 

 

 住  所            

氏  名            

電話番号            

 

阿賀野市地域おこし協力隊住環境整備事業補助金計画中止届 

 

   年  月  日付け  第  号により補助金交付決定の通知を受けた阿賀野市地域お

こし協力隊住環境整備事業補助金交付事業の計画について、次のとおり中止したいので、阿賀

野市地域おこし協力隊住環境整備事業補助金交付要綱第１０条の規定により届け出ます。 

 

１ 物件所在地 

 

２ 中止の理由 



第６号様式（第１１条関係） 

 

   年  月  日  

 

阿賀野市長       様 

 

住  所            

氏  名            

電話番号            

 

阿賀野市地域おこし協力隊住環境整備事業補助金交付事業実績報告書 

 

   年  月  日付け  第  号により、補助金交付決定を受けた阿賀野市地域おこし

協力隊住環境整備事業補助金交付事業の計画について、次のとおり事業が完了しましたので、

阿賀野市地域おこし協力隊住環境整備事業補助金交付要綱第１１条の規定により報告します。 

 

１ 物件所在地 

 

２ 完了の年月日 

 

３ 添付書類 

(１) 改修等工事代金請求明細書及び工事代金の支払いが確認できる書類 

(２) 改修等工事の施工中及び施工後の状況を確認できる写真 

(３) その他市長が必要と認めるもの 



第７号様式（第１２条関係） 

 

   第     号  

年  月  日  

 

          様 

 

阿賀野市長            

 

阿賀野市地域おこし協力隊住環境整備事業補助金交付確定通知書 

 

年  月  日付けで決定した補助金の交付について、次のとおり確定したので、阿賀

野市地域おこし協力隊住環境整備事業補助金交付要綱第１２条の規定により通知します。 

 

１ 物件所在地 

 

２ 交付確定額                円 

 

３ 備考 

(１) 阿賀野市は、要綱第１３条の規定に基づき補助金の請求があったときは、同条の規定

により交付します。 

(２) 阿賀野市は、要綱第１４条の規定に基づき、以下の場合は、補助金の全額又は半額の

返還を請求します。 

・虚偽の申請その他不正行為によって補助金の交付決定を受けたとき ：全額  

・補助金交付決定日から５年を経過する前に、改修等を行った物件の取壊し、売買、譲

渡又は他の者への賃貸をしたとき ：全額 

・補助金交付決定日から３年に満たない間に本市から転居したとき ：全額 

・補助金交付決定日から３年以上５年以内に本市から転居したとき ：半額 

 

 



第８号様式（第１３条関係） 

 

年  月  日  

 

阿賀野市長       様 

 

請 求 者 住  所            

氏  名                

電話番号            

 

阿賀野市地域おこし協力隊住環境整備事業補助金交付請求書 

 

阿賀野市地域おこし協力隊住環境整備事業補助金交付要綱第１３条第１項の規定により、次

のとおり補助金を請求します。 

 

１ 物件所在地 

 

２ 補助金請求額                  円 

 

３ 振込先 

振 込 先 

金 融 機 関 
金 融 機 関 

銀行・信用金庫     本店・支店 

農協・信用組合     本所・支所 

 預金の種類     普通 ・ 当座 （該当を○で囲む） 

口座番号  

フリガナ  

口座名義人  

 



第９号様式（第１４条関係） 

第     号  

年  月  日  

 

          様 

 

阿賀野市長            

 

阿賀野市地域おこし協力隊住環境整備事業補助金交付決定取消・返還通知書 

 

   年  月  日付け  第  号で交付決定した阿賀野市地域おこし協力隊住環境整備

事業補助金について、次の理由により交付決定を取り消すこととしたので、阿賀野市地域おこ

し協力隊住環境整備事業補助金交付要綱第１４条第１項の規定により返還を通知します。 

 

１ 補助金交付額        円 

 

２ 補助金返還請求額        円 

 

３ 取消理由 

 

４ 物件所在地 

 

５ 返還期限        年  月  日 

    

 

 


